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一般財団法人化学及血清療法研究所に対する行政処分と

ワクチン等の供給等について

このことについて、平成 28年 1 月 20 日付け事務連絡をもって、農林水産省

消費・安全局畜水産安全管理課長から別添のとおり通知がありました。  

このたびの通知は、1 月 20日にメールで情報提供したとおり、同省では、一

般財団法人化学及血清療法研究所に対し、30 日間（1月 26 日～2月 24 日）の

業務停止等の処分を行ったが、

①畜産の現場等で欠品等が生じる可能性が懸念される 10 製剤について、業

務停止の対象から除外すること、

②業務停止対象の 34 製剤についても、業務停止期間中に家畜衛生上供給が

必要となった場合は、追加で対象から除外すること、

とされ、必要な動物用ワクチン等の不足等、畜産現場に影響が生じないよう、

引き続き努める旨連絡されたものです。

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。
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